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上
自
衛
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に
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通
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情
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開
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す
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益
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な
ど

の
是
正
措
置
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
海
上
自
衛
隊
に
お
け
る
公
益
通
報
者
及
び
情
報
公
開
請
求
者
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い

な
ど
の
是
正
措
置
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
に
発
生
し
た
護
衛
艦
「
た
ち
か
ぜ
」
乗
員
で
あ
っ
た
隊
員
の
自
殺
事
案
に
関
連
し
調
査
し
た
結
果
を
取
り
ま

と
め
た
行
政
文
書
と
し
て
は
、
平
成
十
七
年
一
月
二
十
七
日
に
海
上
自
衛
隊
横
須
賀
地
方
総
監
部
が
「
護
衛
艦
「
た
ち
か
ぜ
」

の
一
般
事
故
調
査
結
果
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
を
、
同
月
二
十
八
日
に
海
上
幕
僚
監
部
衛
生
企
画
室
が
「
自
殺
事
案
後
の
ア

フ
タ
ー
ケ
ア
に
つ
い
て
（
報
告
）
」
を
、
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
に
海
上
自
衛
隊
護
衛
艦
隊
司
令
部
幕
僚
長
が
「
「
た

ち
か
ぜ
」
自
殺
事
案
に
つ
い
て
（
報
告
）
」
を
作
成
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
自
殺
原
因
事
故
調
査
報
告
書
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
行
政
機
関
の
保
有

す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

付
け
で
な
さ
れ
た
行
政
文
書
開
示
請
求
に
対
し
て
防
衛
省
が
開
示
し
た
「
「
た
ち
か
ぜ
」
自
殺
事
案
に
つ
い
て
（
報
告
）
」

は
、
当
該
開
示
請
求
の
内
容
に
該
当
す
る
た
め
開
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
文
書
は
平
成
二
十
三
年
六
月
三
日
付
け
で
な

一



さ
れ
た
行
政
文
書
開
示
請
求
の
内
容
に
は
該
当
し
な
い
た
め
開
示
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
「
不
存
在
」
と
し
て
処
理
さ
れ
た
文
書
が
、
一
転
し
て
そ
の
後
の
文
書
開
示
請
求
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ

た
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
「
「
た
ち
か
ぜ
」
自
殺
事
案
に
つ
い
て
（
報
告
）
」
に
つ
い
て
は
個
人
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
を
国
会
へ
提
出
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
百
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
報
告
又
は
記
録
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
に
、

具
体
的
に
判
断
す
べ
き
と
考
え
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
個
別
の
人
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
を
公
に
す
る
こ
と
は
、
人
事
管
理
に
係
る
事
務
に
関
し
、
公

正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

そ
の
上
で
申
し
上
げ
れ
ば
、
昇
任
等
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
及
び
防
衛
省
の

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
等
の
規

定
に
基
づ
き
、
当
該
職
員
の
勤
務
成
績
等
の
様
々
な
要
素
を
考
慮
し
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
益
通
報
等
を
し
た

二



こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

六
の
①
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
調
査
結
果
」
に
つ
い
て
は
、
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
が
防
衛
大
臣
宛
て
に
平
成
二
十
五
年
七
月

八
日
に
交
付
し
た
答
申
書
（
平
成
二
十
五
年
度
（
行
情
）
答
申
第
八
十
九
号
）
に
記
載
の
よ
う
に
「
本
件
対
象
文
書
の
完
成

後
も
自
殺
の
原
因
を
特
定
す
べ
く
検
証
を
続
け
た
が
、
自
殺
し
た
本
人
の
供
述
が
得
ら
れ
な
い
以
上
事
実
関
係
の
裏
付
け
が

取
れ
ず
、
こ
れ
以
上
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
調
査
の
結
果
を
記
し
た
文
書
を
作

成
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
」
こ
と
か
ら
、
そ
の
結
果
に
係
る
文
書
は
作
成
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
御
指
摘
の

「
自
殺
原
因
事
故
調
査
報
告
書
」
が
二
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け
で
な
さ
れ
た
行

政
文
書
開
示
請
求
に
対
し
て
防
衛
省
が
開
示
し
た
「
「
た
ち
か
ぜ
」
自
殺
事
案
に
つ
い
て
（
報
告
）
」
を
指
す
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
当
該
文
書
は
御
指
摘
の
「
調
査
結
果
」
に
は
当
た
ら
な
い
。

六
の
②
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
案
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
判
断
は
、
防
衛
省
と
し
て
行
っ
た
も
の
で

あ
り
、
「
「
た
ち
か
ぜ
」
自
殺
事
案
に
つ
い
て
（
報
告
）
」
を
作
成
し
た
海
上
自
衛
隊
護
衛
艦
隊
司
令
部
幕
僚
長
が
判
断
し

三



た
も
の
で
は
な
い
。
防
衛
省
と
し
て
は
、
「
護
衛
艦
「
た
ち
か
ぜ
」
の
一
般
事
故
調
査
結
果
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
及
び

「
自
殺
事
案
後
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
に
つ
い
て
（
報
告
）
」
の
作
成
後
も
、
自
殺
の
原
因
を
特
定
す
べ
く
検
証
を
続
け
た
が
、

自
殺
し
た
本
人
の
供
述
が
得
ら
れ
な
い
以
上
事
実
関
係
の
裏
付
け
が
取
れ
ず
、
こ
れ
以
上
の
調
査
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

四


